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1  はじめに 

本資料は、以下の条例等を一部抜粋等をして作成しています。 

人員及び運営に関する基準 

 大和市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運

営等に関する基準を定める条例（平成 24年 12月 27日条例第 26号）（以下「市条例」という。） 

 大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則（平成

25年３月 29日規則第 38号）（以下「市規則」という。）  

 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 

費用の額の算定に関する基準 

 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

 

 本資料には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準を準用している部分があります。準用の内容にお

いては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは当該サービス種類名に読み替えます。 

＜準用している箇所＞ 

 ２．１７の⑥ 

 ２．２１の⑥～2.22の① 

 2.24～2.47 

 3.6～3.8 

 3.11～3.12 

 

なお、本資料の「基準」とは、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（「4.付

録」の「4.1」参照）のことをいいます。  
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2 人員及び運営に関する基準 

2.1 趣旨 

 
介護保険法（以下「法」という。）第 78条の２第１項及び第４項、第 78条の２の２第１項、第 78条の

４第１項及び第２項並びに法第 115条の 12第２項、第 115条の 14第１項及び第２項の規定に基づ

き、地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス（以下「地域密着型サービス等」とい

う。）について、事業に必要な人員、設備、運営等に関する基準を定めるものとする。 

2.2 定義 

 
法、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「基準」という。）及び指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「指定地域密着型介護予防

サービス基準」という。）において使用する用語の例による。 

2.3 事業の一般原則 

 
１ 地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者（以下「地域密着型

サービス事業者等」という。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った

サービスの提供に努めなければならない。 

２ 地域密着型サービス等の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地

域密着型サービス事業者等又は居宅サービス事業者若しくは介護予防サービス事業者その他の保

健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

３ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 地域密着型サービス等を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

2.4 地域密着型サービスを行う者及び介護予防地域密着型サービスを行う者の基準 

 
１ 申請者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者（看護小規模多機能型居宅介護に係

る指定の申請に限る。）とする。 

２ 特別養護老人ホームの入所定員の数は、29人以下とする。 
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2.5 夜間対応型訪問介護の基本方針 

 
夜間において、定期的な巡回又は通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の

緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにする

ための援助を行うものであり、対象者は一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者

が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではないことに留意すること。 

2.6 夜間対応型訪問介護 

 
① 定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスを一括して提供しな

ければならないものであるが、利用者はケアコール端末（利用者が援助を必要とする状態となったと

きに適切にオペレーションセンターに通報できる端末機器をいう。以下同じ。）を有していることが条

件となる。したがって、ケアコール端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用であれば、夜間対応

型訪問介護に含まれず、通常の指定訪問介護を利用していることとなる。 

② 夜間対応型訪問介護を提供する時間帯は、各事業所において設定することになるが、夜間にお

けるサービス提供という性格を踏まえ、22時から６時までの間は最低限含むものとする。なお、８時

から 18時までの間の時間帯を含むことは認められないものであり、この間の時間帯については、指

定訪問介護を利用することとなる。 

③ 定期巡回サービスの提供回数については、特に要件は設けておらず、事業者と利用者との間で

取り決められるものである。 

④ 夜間対応型訪問介護事業所が指定訪問介護事業所又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の指定を併せて受けることは差し支えない。 

⑤ オペレーションセンターとヘルパーステーションは同一の場所が望ましいが、オペレーションセン

ターとヘルパーステーションの連携が確保され、業務に支障がない場合は、事業の実施地域内なら

別々の場所としても差し支えない。 

また、隣接する複数の市町村で１つの事業所がそれぞれの市町村から指定を受ける場合、オペレー

ションセンターは所在地の市町村に、ヘルパーステーションは他の市町村に設置されることが考えら

れるが、こうした形態で事業を実施することは差し支えない。 

⑥ オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少な

く、かつ、夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡

回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うこと

が可能であることを想定している。 
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2.7 訪問介護員等の員数 

 
① オペレーションセンター従業者 

イ オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門

員でなければならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯

において、当該オペレーターとの緊密な連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対応

できると認められる場合は、サービス提供責任者として１年以上（介護職員初任者研修課程修了者及

び旧訪問介護職員養成研修２級修了者にあっては、３年以上）従事した者をオペレーターとして充て

ることができることとしている。この場合、「１年以上（３年以上）従事」とは単なる介護等の業務に従事

した期間を含まず、サービス提供責任者として任用されていた期間を通算したものであること。 

ロ オペレーターは、提供時間帯を通じて１以上配置している必要があるが、夜間対応型訪問介護事

業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しな

がら利用者からの通報に対応することも差し支えないこと。また、午後６時から午前８時までの時間

帯は、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的サービスの内容、利用者の心

身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用

者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応

を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。さらに、サテライ

ト拠点を有する本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて常時１以上のオペレーター

が配置されていれば基準を満たすものである。なお、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を

考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

ハ オペレーターは、原則として利用者からの通報を受ける業務に専従する必要があるが、利用者の

処遇に支障がない場合は、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができること。なお、オペレーターが、定

期巡回サービスに従事している等、利用者の居宅において日常生活上の世話を行っているときで

あっても、当該オペレーターが利用者からの通報を受け付けることのできる体制を確保している場合

は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要件も同時に満たすものであること。また、オペレーター

は、利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができることとしているが、これは、

例えば、市町村が地域支援事業の任意事業において、家庭内の事故等による通報に、夜間を含めた

365日 24時間の随時対応ができる体制を整備する事業を行っている場合、その通報を受信する

センターと夜間対応型訪問介護のオペレーションセンターの共用が可能であり、オペレーターは、こ

の市町村が行う事業の受信センター職員が行う業務に従事することができるということである。 
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ニ オペレーターは、利用者からの通報を受け、訪問の要否等の必要性を判断する能力が求められ

ることから、看護師、介護福祉士等の資格を有する者としたものであるが、オペレーションセンターを

設置しない場合にあっては、オペレーターは、訪問介護員等の資格を有する者で差し支えない。 

ホ オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事できること。なお、基準第６条

第６項における「利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合」とは、ＩＣ

Ｔ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心身の状

況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者から

のコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行う

ことができると認められる場合であること。 

ヘ 基準第６条第４項各号に掲げる施設等の入所者等の処遇に支障がないと認められる場合に、当

該施設等の職員（イの要件を満たす職員に限る。）をオペレーターとして充てることができることとして

いること。また、当該オペレーターの業務を行う時間帯について、当該施設等に勤務しているものとし

て取扱うことができること。ただし、当該職員が定期巡回サービス又は随時訪問サービスに従事する

場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間には算入できない（オペレーターの配置についての

考え方についてはハと同様）ため、当該施設等における最低基準（当該勤務を行うことが介護報酬に

おける加算の評価対象となっている場合は、当該加算要件）を超えて配置している職員に限られるこ

とに留意すること。 

ト 面接相談員は、利用者からの通報を受けた場合に適切に対応できるようにする観点から、日中の

面接等を通じて利用者の状況を把握するために配置することとしたものである。したがって、面接相

談員については、オペレーターと同様の資格又はこれらと同等の知識経験を有する者を配置するよ

うに努めることが必要である。また、面接相談員は、面接を適切に行うために必要な人員を配置すれ

ばよく、夜間勤務のオペレーター、訪問介護員等や管理者が従事することも差し支えない。 

② 訪問介護員等 

イ 定期巡回サービスを行う訪問介護員等については、最低必要となる人員要件は定められていな

いが、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な

数の職員を確保するものとする。 

ロ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて１以上

配置している必要があるが、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができることとしているほか、オペレー

ターが当該業務に従事することも差し支えないこと。また、午後６時から午前８時までの時間帯につい

ては、利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるな

ど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で
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勤務する必要はない。さらに、サテライト拠点を有する本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれ

かにおいて、事業所として必要とされる随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば

基準を満たすものである。なお、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の

人員を確保するものとする。 

ハ オペレーションセンターを設置しない場合には、オペレーションセンター従業者が行うことになっ

ているオペレーションセンターサービス及び夜間対応型訪問介護計画の作成業務については、訪問

介護員等が行うことで足りる。 

ニ 看護師等の資格を有している者については、「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員

初任者研修関係）」により、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行う訪問介護員等の業務に

従事することを認めている。なお、看護師の資格を有する者を訪問介護員等として雇用する場合は、

訪問介護員等として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及

び療養上の世話の業務（社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環と

して、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等

の業務を除く。）を行うものではないこと。 
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2.8 管理者 

 
夜間対応型訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務

に従事するものとする。ただし、当該夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセンター従業者

（面接相談員を含む。）又は訪問介護員等としての職務に従事する場合であって、当該事業所の管理

業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。また、日中のオペレーションセ

ンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運

営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとし、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、以下の場合であって、当該

事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

① 当該夜間対応型訪問介護事業者が指定訪問介護事業者、指定訪問看護事業者又は定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてそれぞれの事業が一

体的に運営されている場合の、当該指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所又は指定定期巡

回・随時訪問型訪問介護看護事業所の職務に従事する場合 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事

する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯

も、夜間対応型訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切

に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施

設等の管理者又は従事者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設され

る入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設における

勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速や

かに夜間対応型訪問介護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない

体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

なお、管理者はオペレーションセンター従業者又は訪問介護員等である必要はないものとする。 
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2.9 「常勤換算方法」 

 
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数

（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所

の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、指定小規模多機能型居

宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所を併設している場合であって、ある従業者

が指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認知症対応型共

同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模

多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多

機能型居宅介護従業者としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。ただし、雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 13条第１項に規定する措置

（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）第 23条第１項、同条第３項又は同法第 24条

に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立

支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育

児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時

間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたも

のとし、１として取り扱うことを可能とする。 

2.10 「勤務延時間数」 

 
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供の

ための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とす

る。なお、従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 
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2.11 「常勤」 

 
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき

時間数（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただ

し、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられ

ている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣

接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務であって、

当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それ

ぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満

たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介

護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の

管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たす

こととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法 第 65条に規定す

る休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定す

る育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、

同法第 23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24条第１項（第２号に係る

部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による

休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求め

られる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準

を満たすことが可能であることとする。 

2.12 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

 
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものであ

る。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間をいうもので

あり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 
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2.13 「前年度の平均値」 

 
① 基準第 63条第２項（指定小規模多機能型居宅介護に係る小規模多機能型居宅介護従業者の

員数を算定する場合の利用者の数の算定方法）、第 90条第２項（指定認知症対応型共同生活介護

に係る介護従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法）、第 110条第２項（指定地域密

着型特定施設入居者生活介護に係る看護職員又は介護職員の員数を算定する場合の利用者の数

の算定方法）、第 131条第２項（指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又は看護職

員の員数を算定する場合の入所者の数の算定方法）及び第 171条第２項（指定看護小規模多機能

型居宅介護に係る看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算

定方法）における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31日を

もって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全

利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって

は、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設

けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の

事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支

障がないときは、夜間対応型訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるも

のとする。 

事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するも

のとする。 

夜間対応型訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための

設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にあ

る場合であって、夜間対応型訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場

合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとす

る。なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えない。 

利用者からの通報を受け付けるための機器については、必ずしも当該オペレーションセンターに設置

され固定されている必要はなく、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできること。また、利

用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの情報が把

握できるものでなければならないが、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器

は同一の機器でなくても差し支えないこと。したがって、通報を受け付ける機器としては、一般の携帯

電話等であっても差し支えないこと。 
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利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事業所・事業者内のネットワークや情

報セキュリティに十分に配慮した上で、インターネットを利用したクラウドコンピューティング等の技術

を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制が確保されて

いれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はない。また、常時利用者の情報にア

クセスできる体制とは、こうした情報通信技術の活用のみに限らず、例えば、オペレーターが所有す

る紙媒体での利用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当該事業所において

一元的に管理されていること等も含まれるものである。 

利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すな

どにより、簡単にオペレーターに通報できるものでなければならない。ただし、利用者の心身の状況に

よって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を適切に行うことが可能と認められる場合

は、利用者に対し携帯電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の家庭用

電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも差し支えないものである。 

利用者に配布するケアコール端末等については、オペレーターに対する発信機能のみならず、オペ

レーターからの通報を受信する機能を有するものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが画面上

でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活用し、利用者が安心して在宅生活を送る

ことに資するものであることが望ましい。 

オペレーションセンターを設置しない場合にあっても、オペレーションセンターにおける通信機器に相

当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要となるものである。 

夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、同

一の事業所においてこれらの事業が一体的に運営されている場合は、オペレーションサービスの提

供に必要となる設備を双方の事業で共用することができるものである。 
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2.14 設備及び備品等 

 
夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設

けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の

事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支

障がないときは、夜間対応型訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるも

のとする。 

事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するも

のとする。 

夜間対応型訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための

設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にあ

る場合であって、夜間対応型訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場

合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとす

る。なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えない。 

利用者からの通報を受け付けるための機器については、必ずしも当該オペレーションセンターに設置

され固定されている必要はなく、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできること。また、利

用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの情報が把

握できるものでなければならないが、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器

は同一の機器でなくても差し支えないこと。したがって、通報を受け付ける機器としては、一般の携帯

電話等であっても差し支えないこと。 

利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事業所・事業者内のネットワークや情

報セキュリティに十分に配慮した上で、インターネットを利用したクラウドコンピューティング等の技術

を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制が確保されて

いれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はない。また、常時利用者の情報にア

クセスできる体制とは、こうした情報通信技術の活用のみに限らず、例えば、オペレーターが所有す

る紙媒体での利用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当該事業所において

一元的に管理されていること等も含まれるものである。 
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利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すな

どにより、簡単にオペレーターに通報できるものでなければならない。ただし、利用者の心身の状況に

よって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を適切に行うことが可能と認められる場合

は、利用者に対し携帯電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の家庭用

電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも差し支えないものである。 

利用者に配布するケアコール端末等については、オペレーターに対する発信機能のみならず、オペ

レーターからの通報を受信する機能を有するものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが画面上

でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活用し、利用者が安心して在宅生活を送る

ことに資するものであることが望ましい。 

オペレーションセンターを設置しない場合にあっても、オペレーションセンターにおける通信機器に相

当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要となるものである。 

夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、同

一の事業所においてこれらの事業が一体的に運営されている場合は、オペレーションサービスの提

供に必要となる設備を双方の事業で共用することができるものである。 

2.15 夜間対応型訪問介護の基本取扱方針 

 
１ 定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスにつ

いては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心

してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 自らその提供する夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 
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2.16 夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針 

 
夜間対応型訪問介護従業者の行う夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

(１) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心して

その居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

(２) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び１月

ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとす

る。 

(３) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随

時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

(４) 夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(５) 夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(６) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(７) 夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行うものとする。 

(８) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーションへの連絡を行う等の適切な措

置を講ずるものとする。 

(９) 夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行

うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付

するものとする。 
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2.17 夜間対応型訪問介護計画の作成 

 
① 基準第11条第１項は、オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合

にあっては、訪問介護員等。以下同じ。）は、夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならないこ

ととしたものである。夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、

夜間対応型訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づ

き、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護

員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするも

のとする。なお、夜間対応型訪問介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支え

ない。 

② 同条第２項は、夜間対応型訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければなら

ないこととしたものである。 

なお、夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該夜間対応

型訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。 

③ 同条第３項は、夜間対応型訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて

作成されなければならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ること

を義務付けることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするもので

ある。したがって、オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の目標や内容等につ

いては、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価につ

いても説明を行うものとする。 

④ 同条第４項は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければ

ならないこととしたものである。 

なお、夜間対応型訪問介護計画は、基準第17条第２項の規定に基づき、５年間保存しなければなら

ない。 

⑤ オペレーションセンター従業者は、訪問介護員等の行うサービスが夜間対応型訪問介護計画に

沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならな

い。 
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⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している夜間対応型訪問介護事業者については、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用する。この場合において、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画」とあるのは「夜間対応型訪問介護計画」と読み替える。 

【準用】 

⑫ 居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第 13条第 12号において、「介護支援専門員は、居宅

サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して、居宅サービス等基準において位置付けられている計画

の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供している定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の提供の求めがあった際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提

供することに協力するよう努めるものとする。 

2.18 緊急時等の対応 

 
基準第 12条は、訪問介護員等が現に夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速

やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

2.19 管理者等の責務 

 
基準第 13条は、夜間対応型訪問介護事業所の管理者とオペレーションセンター従業者の役割分担

について規定したものであり、管理者の責務を、法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提

供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従

業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者に基準第

２章第４節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を行うこととし、オペレーションセンター

従業者は、オペレーションセンターサービスのほか、夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調

整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うこととしたものである。 

2.20 運営規程 

 
基準第 14条は、夜間対応型訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な夜間対応型

訪問介護の提供を確保するため、同条第１号から第９号までに掲げる事項を内容とする規程を定め

ることを夜間対応型訪問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、同条第４号の「夜間対応型訪

問介護の内容」とは、オペレーションセンターサービス、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの

内容を指すものであることに留意するものとする。 
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2.21 勤務体制の確保等 

 
基準第15条は、利用者に対する適切な夜間対応型訪問介護の提供を確保するため、職員の勤務体

制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 夜間対応型訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、オペレーションセン

ター従業者及び訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務関係等を明確にすること。 

② 同条第２項本文は、当該夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービ

ス及び随時訪問サービスを提供するべきことを規定したものであるが、夜間対応型訪問介護事業所

の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当

該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。なお、社会福祉士及び

介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行

為を業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者（同法に規定する紹

介予定派遣又は同法第40条の２第１項第３号又は第４号に該当する場合を除く。）であってはならな

いこと。 

③ 同条第２項ただし書は、当該夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者によっ

て夜間対応型訪問介護を提供するべきであるが、地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人

材を活用しながら、夜間対応型訪問介護の実施を可能とする観点から、地域の指定訪問介護事業

所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対して、定期巡回サービス、オペレーションセン

ターサービス及び随時訪問サービスの事業の一部を委託することができることとしたものである。こ

の場合において、「事業の一部」の範囲については市町村長が判断することとなるが、同一時間帯に

おいて、全ての利用者に対する定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス及び随時訪問

サービスの全てを委託してはならないという趣旨であることに留意すること。したがって、夜間対応型

訪問介護事業所が定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスのい

ずれも提供しない時間帯が生じることは認められないこと。なお、事業の一部委託に当たっては契約

に基づくこととし、当該契約において、当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取

扱い方法、委託するサービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時等の対

応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行うこ

と。 
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（一部委託の例） 

イ 利用者50人を担当する夜間対応型訪問介護事業所が、事業所の所在地と一定以上の距離を有

する地域に居住する利用者10人に係る定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス及び随

時訪問サービスを当該利用者が居住する地域に所在する指定訪問介護事業所に委託 

ロ 深夜帯におけるオペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスを、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所に委託（定期巡回サービスを実施） 

④ 同条第３項は、オペレーションセンターサービスに限り、複数の夜間対応型訪問介護事業所の間

での一体的実施ができることとしたものである。この場合において、一体的実施ができる範囲につい

て市町村を越えることを妨げるものではなく、オペレーションセンターサービスが単なる通報受け付け

サービスではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利用者情報（提供されている具体的な

サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、事業所周辺の医療機関の情報、随時の気

象状況や道路状況等、当該事業所がオペレーションセンターサービスを行うために必要な情報が随

時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確保されており、利用者の

心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであり、全国の利用者に

対するオペレーションセンターサービスを１か所の夜間対応型訪問介護事業所に集約するような業務

形態は想定していない。なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事

業所間でも認められるものであるが、この場合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務

に要する委託料及び当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時

訪問サービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時等の対応方法等につい

て定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行うこと。なおオペレー

ションセンターサービスの一体的実施により、オペレーションセンターサービスを行わない当該時間

帯における定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては、実施しなければならないこと。 

⑤ 同条第４項は、当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者たる訪問介護員等の質の向上を図る

ため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとし

たものであること。 

⑥ 同条第５項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と基本的に同趣旨であるため、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を参照されたいこと。 

【参照】 

⑥ 同条第５項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 11条第１項及び労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定に基

づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメ

ント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したも

のである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりと
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する。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも

含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針（以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されていると

おりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者

に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に

周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定により、中小企業（医

療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000万円以下又は常時使用する従業員

の数が 100人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適

切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、

事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応さ

せない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が

規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められてい

ることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場における

ハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが

望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考

にされたい。 

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｔｆ／ｎｅｗｐａｇｅ＿05120．ｈｔｍｌ） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護

事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を

行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ま

しい。 
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2.22 地域との連携等 

 
① 基準第16条第１項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の規定と同趣旨であるため、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を参照されたい。 

【参照】 

④ 基準第３条の 37第３項は、基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業を積極的

に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町村が実施する事業」に

は、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得

て行う事業が含まれるものである。 

 

② 同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する夜間対応型訪問介護事業所が

当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に夜間対応型訪問介護を提供する場合、当該高齢

者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、第 18条

において準用する第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の

要介護者にもサービス提供を行うよう努めなければならないことを定めたものである。なお、こうした

趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型サービス運営委員

会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、

一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規

定を設けることは差し支えないものである。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサー

ビス提供がなされているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 

2.23 記録の整備 

 
基準第 17条第２項は、夜間対応型訪問介護事業者が記録を整備し、５年間保存しなければならな

いこととしたものである。なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約の終了（契約の解

約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含む。）により一連のサービス提供が

終了した日を指すものとする。 
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2.24 内容及び手続の説明及び同意 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の７は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規程の概要、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評

価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかり

やすい説明書やパンフレット等（当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、他の介護保険

に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差

し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。な

お、当該同意については、書面によって確認することが適当である。 

② 特に、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における指定訪問看護事業所との連

携の内容や、他の指定訪問介護事業所又は夜間対応型訪問介護事業所に事業の一部委託を行う

場合の当該委託業務の内容、他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に随時対応

サービスを行う場合の事業所間の連携の内容等について十分な説明を行わなければならないこと。 

2.25 提供拒否の禁止 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければなら

ないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否するこ

とを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員

からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地

域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

することが困難な場合である。 
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2.26 サービス提供困難時の対応 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第３条の９

の規定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものであ

る。 

2.27 受給資格等の確認 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 10第１項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に係る費用につき保険

給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏ま

え、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間を確かめなければならないことを規定したものである。 

② 基準第３条の 10第２項は、利用者の被保険者証に、地域密着型サービスの適切かつ有効な利

用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、これに配慮して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供するように努めるべきことを規定したものである。 

  



25 

 

2.28 要介護認定の申請に係る援助 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 11第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に

遡ることにより、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得

ることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けて

いないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

② 基準第３条の 11第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続して保

険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から 30

日以内に行われることとされていることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居

宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の

有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないことを規定した

ものである。 

2.29 心身の状況等の把握 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当

たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 
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2.30 指定居宅介護支援事業者等との連携 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者の在宅生活の継続のための総合的な支援を、日々

の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握される利用者の心身の状況に応じて柔軟に行う

サービスであることから、その他の介護保険サービスの利用を含めた利用者の地域での生活全般の

マネジメントを行う指定居宅介護支援事業者との連携を密にしておかなければならないこととしたも

のである。 

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、医療が必要とされる場合があることから、医療が円滑

に提供できるよう、常に保健医療サービス等を提供する者との連携の確保に努めなければならない

ことを規定したものである。 

2.31 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

介護保険法施行規則（以下「施行規則」という。）第 65条の４第１項第１号イ又はロに該当する利用

者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができ

ることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、同項第１号イ又はロにも該当しない

利用申込者又はその家族に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サー

ビスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

2.32 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サービス計画に沿って提供されなければならないこと

を規定したものである。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス、随時対応サー

ビス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスを利用者の心身の状況に応じて、柔軟に提供するも

のであり、随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯又は内容等の変更を行った場

合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し適宜報告を行う等、基準第３条の 13の趣旨を

踏まえて適切な連携を図るものとする。 
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2.33 居宅サービス計画等の変更の援助 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護が居宅サービス計画に位置付けられている必要があることを踏まえ、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合

（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サー

ビスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当

該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法

定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する

必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

2.34 身分を証する書類の携行 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

利用者が安心して定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよう、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、面接時、初回訪問時及

び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないことを

規定したものである。この証書等には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称、当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名を記載するものとし、当該定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 
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2.35 サービスの提供の記録 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 18第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額と

の関係やサービスの利用状況を把握できるようにするために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供日、サービス内容（例えば定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給

付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しな

ければならないことを規定したものである。 

② 同条第２項は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、提供した具体的なサービス

の内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連

携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その

情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」と

は、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービ

スの内容等の記録は、基準第３条の 40第２項の規定に基づき、５年間保存しなければならない。 

2.36 利用料等の受領 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 19第１項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービ

スとして提供される定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負担として、地域密着型

介護サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法第 50条又は第 69条第５項の規定の適用により

保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなけれ

ばならないことを規定したものである。 

② 基準第３条の 19第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サー

ビスでない定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用

料の額と、法定代理受領サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る費用の額の間

に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものであ

る。なお、そもそも介護保険給付の対象となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスと明

確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とは別事業であり、当該サー

ビスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規

程とは別に定められていること。 
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ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分していること。 

③ 基準第３条の 19第３項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に関して、前２項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施

地域以外の地域の居宅において定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合の交通費（移動に

要する費用）の支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービス

と明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ

る。 

④ 基準第３条の 19第４項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の交通費の支

払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、

利用者の同意を得なければならないこととしたものである。 

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準第３条の 19第１項から第３項までの利用料

等を徴収することは認められるが、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守

料等の費用の徴収は認められないものである。なお、利用者宅から事業所への通報に係る通信料

（電話料金）については、利用者が負担すべきものである。 

2.37 保険給付の請求のための証明書の交付 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、法定代理受領サービスでない定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支

払を受けた場合は、提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他利用者が

保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して

交付しなければならないことを規定したものである。 

2.38 同居家族に対するサービス提供の禁止 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用）定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する定期巡回・随時対

応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）の提供をさせてはならない。 
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2.39 利用者に関する市への通知 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等

により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第

22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第 64条に基づく保険給付の制限を行う

ことができることに鑑み、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、その利用者に関し、保険給

付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。 

2.40 業務継続計画の策定等 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 30の２は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や災害が発生

した場合にあっても、利用者が継続して定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよ

う、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続

計画に従い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレー

ション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練

の実施については、基準第３条の 30の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合に

は、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての

従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」、「介護施設・事業所における自然災害

発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるもの

であることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画

を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症

の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している

場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 
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ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要

品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採

用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、

感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一

体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する

ケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓

練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えな

い。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 
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2.41 衛生管理等 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 31第１項及び第２項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。

特に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

が感染源となることを予防し、また定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者を感染の危険から守

るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体

的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求めら

れるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対

策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望

ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが

望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下

「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当（※）

の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなけれ

ば差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の

状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる

者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開

催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生

時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標

準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、

市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生

時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要

である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照さ

れたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研

修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所におけ

る指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容について

も記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅

速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確

認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 
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2.42 掲示 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 32第１項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、運営規程の概要、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供

するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の

名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。ま

た、同条第３項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項を当該定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者のウェブサイトに掲載しなければならないことを規定したもの

であるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをい

う。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載

を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと

等の人数を掲示する趣旨であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名まで掲示するこ

とを求めるものではないこと。 

ハ 施行規則第 140条の 44各号に掲げる基準に該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第３

条の 32第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの

掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準

省令第 183条第１項の規定による措置に代えることができること。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家

族等が自由に閲覧可能な形で当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所内に備え付けること

で同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 
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2.43 秘密保持等 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の 33第１項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持

を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対して、過去に当該定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の従業者で

あった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を

取ることを義務づけたものであり、具体的には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の

従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者その他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置

くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者がサービス担当者会議等において、

課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門

員や他のサービスの担当者と共有するためには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、あ

らかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、

この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りる

ものである。 

2.44 広告 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所につい

て広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

2.45 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

居宅介護支援の公正中立性を確保するために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指

定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利

用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。 
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2.46 苦情処理 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 基準第３条の36第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び

手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込

者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記

載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの

掲載に関する取扱いは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に準ずるものとする。 

【準用】 

① 基準第３条の32第１項は、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時

の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施し

た評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。また、同条第３項は、原

則として、重要事項を当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者のウェブサイトに掲載しなければならないこと

を規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをい

う。なお、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して見

やすい場所のことであること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示

する趣旨であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

ハ 施行規則第 140条の 44各号に掲げる基準に該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、

介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第３条の 32第３項の規定によるウェ

ブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定

による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第 183条第１項の規定による措置に代えることがで

きること。 

 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務

づけたものである。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、苦情がサービスの質の向

上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向

けた取組を行うことが必要である。なお、基準第３条の 40第２項の規定に基づき、苦情の内容等の

記録は、５年間保存しなければならない。 
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③ 同条第３項は、法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団

体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関

する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを

運営基準上、明確にしたものである。 

2.47 虐待の防止 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講

じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」とい

う。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成さ

れるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心

がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修

等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法

等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要で

ある。 

・虐待等の早期発見 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に

準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待

等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及

びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をす

ること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する

調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 
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① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の

発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検

討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明

確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想

定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に

応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携

により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで

得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に

関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のよう

な項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 
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ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用

時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で

差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待

防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担

当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障が

なければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業

所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えら

れる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

  



２　夜間対応型訪問介護費

注 注 注 注 注 注 注

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

24時間通報対
応加算

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合

特別地域夜間
対応型訪問介
護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　＋３単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　＋４単位）

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1月につき　＋９０単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1月につき　＋１２０単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1回につき　＋２２単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1回につき　＋１８単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1回につき　＋６単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1月につき　＋１５４単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋１２６単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋４２単位）

     「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１３９／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×１２１／１０００）

　　　「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×１１８／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×１５８／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×１４２／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×１８７／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×１８４／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計

（1月につき　＋所定単位×２４５／１０００）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２２４／１０００）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１８２／１０００）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×１４５／１０００）

（５）　介護職員等処
遇改善加算（Ⅴ）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合

×９０／１００

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に

サービスを行う
場合

×８５／１００

＋１５/１００

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

基本夜間対応型訪問介護費

１月につき
６１０単位

（１月につき　９８９単位）

定期巡回サービス費

－１／１００ －１／１００

＋１０/１００ ＋５/１００

（１回につき　３７２単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)

（１回につき　５６７単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)

（１回につき　７６４単位）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ） （１月につき　２，７０２単位）

ハ　認知症専門ケア加算

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

（２）ロを算定する
    場合

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

ニ　サービス提供体制強化加算

（２）ロを算定する
    場合

　：　「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×２２１／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×２０８／１０００）

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

ホ　介護職
員等処遇改
善加算

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×２００／１０００）

地域　2

3費用の額の算定に関する基準
3.1介護給付費単位数及び算定構造

【参照元】
WAMNET
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）の一部訂正（令和6年5月10日事務連絡）（令和6年5月10日事務連絡）
資料１：介護報酬の算定構造のイメージ（R6.6.1 ）（一部訂正）
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3.2 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定 

 
夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は、オペレーションセンターサービスに相当する部分のみを基本夜間対

応型訪問介護費として１月当たりの定額とする一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスにつ

いては出来高としたものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪問介護を利

用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの利用の有無を問わず算定す

ることができる。また、定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時

間帯、１回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、１回の訪問ごとに所定の

単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）は、定期巡回サービス、オペレー

ションセンターサービス及び随時訪問サービスを全て包括して１月当たりの定額としたものである。 

オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定すること

となり、設置する事業所については夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を選択することができるこ

ととしている。 

3.3 ２人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等 

 
２人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サービス費（Ⅱ）が算定される場

合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費にかかる単位数 別表４の注イの場合とし

ては、体重が重い利用者に排泄介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、

注ハの場合としては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては１月以上定期巡回

サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの通報を受けて随時訪問サービスを行う場

合が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために２人の訪問介護員等によるサービ

ス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、随時

訪問サービス費（Ⅱ）は算定されない。 

3.4 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合 

 
① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する場合については、月途中からの利用開始又は月途中で

の利用終了の場合には、基本夜間対応型訪問介護費に係る所定単位数を日割り計算して得た単位

数を算定する。 

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する場合については、月途中からの利用開始又は月途中で

の利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定する。 
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3.5 夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用 

 
① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する事業所を利用している者については、夜間対応型訪問

介護費（Ⅰ）における定期巡回サービス及び随時訪問サービスは出来高による算定であることから、

他の訪問介護事業所のサービスを利用していた場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所におけ

る定期巡回サービス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介護費の算

定をともに行うことが可能である。 

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する事業所においては、定期巡回サービスを含めて１月当た

りの包括報酬であることから、当該夜間対応型訪問介護事業所の営業日及び営業時間（基準第 14

条第３号の営業日及び営業時間をいう。）において他の訪問介護事業所のサービスを利用していた

場合は、当該他の訪問介護事業所における訪問介護費を算定することはできない。 

3.6 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、

地域密着型サービス基準第３条の 38 の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員につ

いて所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委

員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止

のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担

当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた

月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月

から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとす

る。 

3.7 業務継続計画未策定減算について 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第３条の 30 の２第１項に規定

する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初

日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用

者全員について、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていること

を踏まえ、速やかに作成すること。 
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3.8 夜間対応型訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は夜間

対応型訪問介護事業所と同一の建物（同一敷地内建物等）に居住する利用者等に対す

る取扱い 

 
① 同一敷地内建物等の定義「同一敷地内建物等」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同

様であるので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を参照されたい。 

【参照】 

「同一敷地内建物等」とは、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及

び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建築物が道路等を挟んで設置し

ている場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体

的な建築物として、当該建物の１階部分に定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り廊

下でつながっている場合などが該当し、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟

の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

 

② 同一の建物に 20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該夜間対応型訪問介護事業所における利用者が同一建物に 20人以上居住する建物」とは、

①に該当するもの以外の建物を指すものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で

除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

③ 同一敷地内建物等に 50人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該夜間対応型訪問介護事業所の

利用者が 50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で

除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

④ 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）における基本夜間対応型訪問介護費については、本減算の適用を

受けないこと。 
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3.9 24時間通報対応加算について 

 
① 本加算は、オペレーションセンターサービスを日中（８時から 18 時までの時間帯を含む、当該事

業所の営業時間（基準第 14 条第３号の営業時間をいう。）以外の時間帯をいう。以下同じ。）におい

て行う場合、所定単位数を算定するものである。 

② なお、本加算は、夜間対応型訪問介護を利用している者であって、日中においてもオペレーショ

ンセンターサービスの利用を希望する者について算定するものとする。 

③ 本加算を算定する夜間対応型訪問介護事業所は、利用者からの通報を受け、オペレーターが訪

問が必要であると判断した場合は、訪問介護事業所に情報提供を行うこととする。当該情報提供を

受けた訪問介護事業所は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表指定居

宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイ、ロ及びハの注 15 に規定する「当該利用者の居

宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」

の取扱いに従い、必要な訪問介護を行うこと。したがって、利用者は、夜間対応型訪問介護事業所と

連携体制をとっている訪問介護事業所（複数の事業所と連携体制をとっている場合にあってはその

全ての事業所）と事前にサービスの利用に係る契約を締結しておく必要があるものである。 

④ 本加算を算定する夜間対応型訪問介護事業所は、緊急の訪問が必要と判断される場合におい

て、対応が可能となるよう、訪問介護事業所の具体的な対応体制について定期的に把握しておく必

要がある。なお、この場合の訪問介護事業所については、複数でも差し支えなく、また、同一法人の経

営する事業所でも差し支えない。 

⑤ 本加算対象となる利用者については、夜間の同居家族等の状況の把握に加え、日中の同居家族

等の状況及び在宅サービスの利用状況等を新たに把握すること。 

⑥ オペレーションセンターにおいては、利用者からの通報について、対応日時、通報内容、具体的対

応について記録すること。 
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3.10 認知症専門ケア加算について 

 
① 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラン

クⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指し、また、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しく

は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する利用者を指すものとする。 

なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認に当たっては、例えばサービス担当者会議等において

介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が２分の１以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の

20 以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は

利用延人員数で算定すること（ただし、夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定する場合は利用延人数は用

いない。）。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ

又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割

合については、毎月記録するものとし、直近３月間のいずれも所定の割合を下回った場合について

は、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及

び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全員が

一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につい

て」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研

修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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3.11 サービス提供体制強化加算について 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

① 研修について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービ

ス従事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実

施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一

堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。また、会議

の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１

回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事

項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用す

る労働者」に該当しない定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者も含めて、少なくとも１年以内ご

とに１回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合に

あっては、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足り

るものとする。 
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④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用

いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以

降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月

の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他

の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て勤務した年数を含めることができるものとする。 

3.12 介護職員等処遇改善加算について 

 
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用） 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 
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4 付録 

4.1 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

発令  ：平成18年3月14日号外厚生労働省令第34号 

最終改正：令和6年1月25日号外厚生労働省令第16号 

改正内容：令和6年1月25日号外厚生労働省令第16号[令和６年４月１日] 

 

○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

〔平成十八年三月十四日号外厚生労働省令第三十四号〕 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七十八条の四第一項〔平成二三年五月法律三七号により委任規定削除〕

及び第二項〔平成二三年五月法律三七号により委任規定削除〕の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第七

十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三

項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条（第三十七条の三において準用する場合に

限る。）及び第三十七条の二第一号の規定による基準 

二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定め

るに当たって従うべき基準 第三条の七第一項（第三十七条の三において準用する場合に限る。）、第三条の八

（第三十七条の三において準用する場合に限る。）、第三条の三十の二（第三十七条の三において準用する場合に

限る。）、第三条の三十三（第三十七条の三において準用する場合に限る。）、第三条の三十八の二（第三十七条

の三において準用する場合に限る。）、第二十六条第五号及び第六号（第三十七条の三において準用する場合に限

る。）、第三十三条第二項（第三十七条の三において準用する場合に限る。）並びに第三十五条（第三十七条の三

において準用する場合に限る。）の規定による基準 

三 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第

四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、

第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一

条（第十四項を除く。）、第百三十九条第七項、第百四十六条（第百六十九条において準用する場合を含む。）、

第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附

則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準 

四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準 第四十条の四第一項（専用の部屋に係る部分に限る。）及び第二項、第六十七条第一項（宿泊室

に係る部分に限る。）及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項（居室に係る部分に限る。）及び第四項、第百三十

二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(３)、第百七十五条第一項（宿泊室に係る部分に限る。）及び第

二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準 

五 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準 第四十二条第四項及び第四十六条第一項の規定による基準 

六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準 第三条の七第一項（第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七

条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の八（第十八条、第三十七条、第四

十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用す

る場合を含む。）、第三条の二十二第八号及び第九号、第三条の二十三（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。）、第三条の二十五（第十八条において準用する場合を含む。）、

第三条の三十の二（第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九

条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の三十一第三項（第

十八条において準用する場合を含む。）、第三条の三十三（第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一

条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の三十八

（第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の

三十八の二（第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百

五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の四十一第二項（第三条の二

十三に係る部分（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。）に限

る。）、第十条第五号及び第六号、第二十六条第五号及び第六号、第三十三条第二項（第四十条の十六、第六十一
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条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第三十五条（第四

十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。）、第四十条の五第一項、第四十条の八第三号及び第四

号、第五十一条第五号及び第六号、第五十九条の二、第七十三条第五号から第七号まで、第七十八条第二項、第九

十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二

項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条

（第百六十九条において準用する場合を含む。）、第百五十一条第二項（第百六十九条において準用する場合を含

む。）、第百五十三条（第百六十九条において準用する場合を含む。）、第百五十五条（第百六十九条において準

用する場合を含む。）、第百六十二条第六項から第八項まで、第百六十三条第九項、第百七十七条第五号から第七

号まで並びに第百七十八条（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係

る部分を除く。）の規定による基準 

七 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て標準とすべき基準 第四十条の三、第六十六条、第九十三条第一項及び第二項（居室に係る部分を除く。）、第

百七十四条並びに附則第七条の規定による基準 

八 法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法

第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定

めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの 

（定義） 

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 地域密着型サービス事業者 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。 

二 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第四十二条の二第一項に規定する指定

地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 

三 利用料 法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。 

四 地域密着型介護サービス費用基準額 法第四十二条の二第二項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地

域密着型サービスに要した費用の額とする。）をいう。 

五 法定代理受領サービス 法第四十二条の二第六項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該

指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス

をいう。 

六 共生型地域密着型サービス 法第七十八条の二の二第一項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受

けた者による指定地域密着型サービスをいう。 

七 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除

することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第三条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを

重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下

同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に

規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第一章の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第一節 基本方針等 

（基本方針） 

第三条の二 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報

によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅

において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持

回復を目指すものでなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第三条の三 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次の各号に掲げ

るサービスを提供するものとする。 

一 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定す

る政令で定める者（介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第二十二

条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章において同

じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章において「定期巡回サービス」と
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いう。） 

二 あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの

通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師、看護師、准看

護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。）による対応の要否等を判断す

るサービス（以下この章において「随時対応サービス」という。） 

三 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活

上の世話（以下この章において「随時訪問サービス」という。） 

四 法第八条第十五項第一号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居

宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助（以下この章において「訪問看護サービス」という。） 

第二節 人員に関する基準 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第三条の四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。）ご

とに置くべき従業者（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。）の職種及び員数は、次のとおり

とする。 

一 オペレーター（随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間

帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて一以上確保されるために必要な数以上 

二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提

供するために必要な数以上 

三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が

一以上確保されるために必要な数以上 

四 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数 

イ 保健師、看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 常勤換算方法で二・五以上 

ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当

数 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者（以下この章において「看護師、介護福祉士

等」という。）をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通

じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅

サービス等基準」という。）第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）の業務に一年以上（特に業務

に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上）従事した経験を有する者をもっ

て充てることができる。 

３ オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 

４ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪

問介護事業所（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）、指定訪

問看護事業所（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。）若しくは指定夜間

対応型訪問介護事業所（第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同

じ。）の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、

当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーター

として充てることができる。 

一 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事

業所をいう。第六条第四項第一号及び第百三十一条第十二項において同じ。） 

二 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事

業所をいう。第六条第四項第二号において同じ。） 

三 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。第六条第四項第三

号において同じ。） 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第六条第四項第四号において同じ。） 

五 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六

十五条において同じ。） 

六 指定地域密着型特定施設（第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第六条第四項第六号、第

四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。） 

七 指定地域密着型介護老人福祉施設（第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第六

条第四項第七号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。） 

八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業
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所をいう。第六条第四項第八号及び第四章から第七章までにおいて同じ。） 

九 指定介護老人福祉施設 

十 介護老人保健施設 

十一 介護医療院 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただ

し、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は

同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合

は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随

時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

９ 看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師（第三条の二十三第一項及び第三条の二十四において「常勤

看護師等」という。）でなければならない。 

10 看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が

確保された者でなければならない。 

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対す

る第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者（以下この章におい

て「計画作成責任者」という。）としなければならない。 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に

規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規

定する人員に関する基準を満たすとき（同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満

たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たして

いるものとみなされているときを除く。）は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号

イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第三条の五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第三条の六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよ

う、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに

当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第一号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペ

レーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。 

一 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

二 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレー

ターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切に

オペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者（第六条第一項に規定する指定夜

間対応型訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指

定夜間対応型訪問介護（第四条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、第八条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第三条の七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三条の二十九に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の

規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法 

ロ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百八十三条第一項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する

方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することがで

きるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を

示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者又はその家族から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族

に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその

家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第三条の八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第三条の九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用

申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該

利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同

じ。）への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第三条の十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求め

られた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間

を確かめるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の三第二項の規定により認

定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第三条の十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が

終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第三条の十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当

たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービ
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ス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指

定居宅介護支援等基準」という。）第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章、第二十三

条、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第三条の十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する

に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際して

は、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情

報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第三条の十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し、利用申込者が施行規則第六十五条の四各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族

に対し、居宅サービス計画（法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援

事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定

代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供するこ

とその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第三条の十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画（法第八条第二十四項に規定する

居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている

場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第三条の十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合

は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第三条の十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を

証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を

指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第三条の十八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した

際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護について法第四十二条の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その

他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切

な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第三条の十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払わ

れる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事

業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費

の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第三条の二十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内

容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針） 

第三条の二十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利

用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービ
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ス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してそ

の居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質

の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） 

第三条の二十二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては、第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

二 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員

等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対

し、適切な相談及び助言を行うものとする。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては、第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

四 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第三条の二十四第一項に規定する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとす

る。 

五 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。 

六 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 

九 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技

術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に

行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとす

る。 

（主治の医師との関係） 

第三条の二十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適切な

訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示

を文書で受けなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。）及び同条第十一項に規定する訪問看護報告書を提出

し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては、前二項の規定にかかわ

らず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第十一項

に規定する訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載を

もって代えることができる。 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成） 

第三条の二十四 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪

問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント（利用

者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること

をいう。）の結果を踏まえ、作成しなければならない。 

４ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第一項に規定する事項に加

え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具
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体的なサービスの内容等を記載しなければならない。 

５ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及び管理を行う

とともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際に

は、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。 

６ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

７ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画を利用者に交付しなければならない。 

８ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。 

９ 第一項から第七項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用す

る。 

10 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内

容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 

11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

12 前条第四項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。）

及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第三条の二十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、そ

の同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）の提供を

させてはならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第三条の二十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けて

いる利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら

ない。 

一 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状

態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第三条の二十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を

行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当

てを行わなければならない。 

（管理者等の責務） 

第三条の二十八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。 

（運営規程） 

第三条の二十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第三条の三十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指
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定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切

に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定

夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）との

密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することがで

きる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内におい

て、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指

定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲

内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受ける

ことができる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第三条の三十の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） 

第三条の三十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔

の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品

等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） 

第三条の三十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければ

ならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に

代えることができる。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第三条の三十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者で

あった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場
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合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな

ければならない。 

（広告） 

第三条の三十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に

ついて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第三条の三十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ない。 

（苦情処理） 

第三条の三十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第

二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若

しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者

からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項

に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に

当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する

法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について

知見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族（以下この項、第三十四条第一項及び第六十八条において「利用者等」という。）が参加する場合

にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下この項において

「介護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、

介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成すると

ともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物

と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由が

ある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を

行わなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第三条の三十八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（虐待の防止） 

第三条の三十八の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に掲げる措置を講じなければならない。 
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一 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対

し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（会計の区分） 

第三条の三十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ご

とに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分し

なければならない。 

（記録の整備） 

第三条の四十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

二 第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第三条の二十三第二項に規定する主治の医師による指示の文書 

四 第三条の二十四第十項に規定する訪問看護報告書 

五 第三条の二十二第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

六 第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録 

七 第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録 

八 第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 

（適用除外） 

第三条の四十一 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第

八条第十五項第二号に該当するものをいう。次条において同じ。）の事業を行う者（以下「連携型指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所」という。）ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第

三条の四第一項第四号、第九項、第十項及び第十二項の規定は適用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第三条の二十三、第三条の二十四第四項（同条

第九項において準用する場合を含む。）、第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）及び第十項から第十

二項まで並びに第三条の四十第二項第三号及び第四号の規定は適用しない。 

（指定訪問看護事業者との連携） 

第三条の四十二 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供

を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者（以下この項において「連

携指定訪問看護事業者」という。）との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次の各号に掲げる事項に

ついて必要な協力を得なければならない。 

一 第三条の二十四第三項に規定するアセスメント 

二 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

三 第三条の三十七第一項に規定する介護・医療連携推進会議への参加 

四 その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言 

第二章 夜間対応型訪問介護 

第一節 基本方針等 

（基本方針） 

第四条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護（以下「指定夜間対応型訪問介護」という。）の事業

は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せ

つの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるよう

にするための援助を行うものでなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護） 

第五条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う

夜間対応型訪問介護（以下この章において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ利用者の心身の状況、その

置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対

応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者（施行規則第二十二条の二十
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三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章において同じ。）の訪問の

要否等を判断するサービス（以下「オペレーションセンターサービス」という。）及びオペレーションセンター（オ

ペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いてい

る事務所をいう。以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護（以下この章において「随時

訪問サービス」という。）を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回

サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施す

ることが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。 

第二節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第六条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型訪問介護従

業者」という。）の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーショ

ンセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。 

一 オペレーションセンター従業者 オペレーター（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者から

の通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。）として一以上及び利用者の面接その

他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上 

二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等

を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介

護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以

上 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を

確保しているときは、一年以上（特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、

三年以上）サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該

指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入

所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

一 指定短期入所生活介護事業所 

二 指定短期入所療養介護事業所 

三 指定特定施設 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

五 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

六 指定地域密着型特定施設 

七 指定地域密着型介護老人福祉施設 

八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

九 指定介護老人福祉施設 

十 介護老人保健施設 

十一 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただ

し、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にあ

る指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合

は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事

業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービス

を行う訪問介護員等を置かないことができる。 

（管理者） 

第七条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応

型訪問介護事業所の他の職務又は他の事業所、施設等（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限

る。）の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、

指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）の指定を併せ

て受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。 
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第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第八条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、

指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーショ

ンセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならな

い。ただし、第一号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情

報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備

えないことができる。 

一 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

二 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンター

に通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペ

レーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、第三条の六に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第四節 運営に関する基準 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

第九条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスに

ついては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅に

おいて生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第十条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において

生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

二 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一

回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対

応し、必要な援助を行うものとする。 

四 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

六 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

七 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うものとする。 

八 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるとき

は、利用者が利用する指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定

訪問看護ステーションをいう。）への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。 

九 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管

理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

（夜間対応型訪問介護計画の作成） 

第十一条 オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以

下この章において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問

サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜

間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。 

２ 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿っ

て作成しなければならない。 

３ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利

用者に交付しなければならない。 
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５ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の

把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第十二条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者等の責務） 

第十三条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理

を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込

みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。 

（運営規程） 

第十四条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第十五条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜

間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型

訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業

所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）と

の密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合で

あって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間

対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市町村長が地域の実情を勘案し適切

と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪

問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応

型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

（地域との連携等） 

第十六条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関す

る利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応

型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第十七条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 夜間対応型訪問介護計画 

二 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第十条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
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理由の記録 

四 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記

録 

（準用） 

第十八条 第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十の二から第三条の三十

六まで及び第三条の三十八から第三条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場

合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十の二第二項、第三条の三十一第一項並びに第三項第一

号及び第三号、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペ

レーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等）」と、第三条の

二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。 
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4.2 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

発令  ：平成18年3月14日号外厚生労働省告示第126号 

最終改正：令和6年3月15日号外厚生労働省告示第86号 

改正内容：令和6年3月15日号外厚生労働省告示第86号[令和６年６月１日] 

 

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

〔平成十八年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十六号〕 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十二条の二第二項の規定に基づき、指定地域密着型サービスに要する

費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

一 指定地域密着型サービスに要する費用の額は、別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表により算定するも

のとする。 

二 指定地域密着型サービスに要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗

じて算定するものとする。 

三 前二号の規定により指定地域密着型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数

があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

前 文〔抄〕〔平成二一年三月三日厚生労働省告示第四九号〕 

平成二十一年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二四年三月一三日厚生労働省告示第九〇号〕 

平成二十四年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八〇号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月一九日厚生労働省告示第七六号〕 

平成二十七年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇五号〕 

平成二十七年八月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一三〇号〕 

平成二十八年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二九年三月六日厚生労働省告示第六二号〕 

平成二十九年四月一日から適用する。 

附 則〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号抄〕 

１ この告示は、平成三十年四月一日から適用する。〔後略〕 

附 則〔平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号抄〕 

１ この告示は、平成三十年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号〕 

平成三十一年十月一日から適用する。 

附 則〔令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕 

（介護職員処遇改善加算に係る経過措置） 

第二条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。）の訪問

介護費のヘの注、訪問入浴介護費のハの注、通所介護費のホの注、通所リハビリテーション費のヘの注、短期入所生

活介護費のトの注、短期入所療養介護費のイの(８)の注、ロの(10)の注、ハの(８)の注、ニの(８)の注若しくはホの

(14)の注若しくは特定施設入居者生活介護費のチの注、この告示による改正前の指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数

表」という。）の介護福祉施設サービスのラの注、介護保健施設サービスのヰの注、介護療養施設サービスのイの

(20)の注、ロの(18)の注若しくはハの(17)の注若しくは介護医療院サービスのノの注、この告示による改正前の指定

地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下

「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のチの注、夜間

対応型訪問介護費のニの注、地域密着型通所介護費のニの注、認知症対応型通所介護費のニの注、小規模多機能型居

宅介護費のワの注、認知症対応型共同生活介護費のルの注、地域密着型特定施設入居者生活介護費のトの注、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のヰの注若しくは複合型サービス費のヨの注、この告示による改正前の指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定

介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防訪問入浴介護費のハの注、介護予防通所リハビリテー

ション費のリの注、介護予防短期入所生活介護費のへの注、介護予防短期入所療養介護費のイの(７)の注、ロの(９)

の注、ハの(７)の注、ニの(７)の注若しくはホの(12)の注若しくは介護予防特定施設入居者生活介護費のホの注又は
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この告示による改正前の指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型

介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の

介護予防認知症対応型通所介護費のニの注、介護予防小規模多機能型居宅介護費のリの注若しくは介護予防認知症対

応型共同生活介護費のヌの注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、この告示による改正後の指定居宅

サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のトの注、訪問入浴介護費のホの注、通所介護費のホの注、通所リハビリ

テーション費のヘの注、短期入所生活介護費のトの注、短期入所療養介護費のイの(９)の注、ロの(10)の注、ハの

(８)の注、ニの(８)の注若しくはホの(14)の注若しくは特定施設入居者生活介護費のチの注、この告示による改正後

の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのムの注、介護保健施設サービスのオの注、介護

療養施設サービスのイの(19)の注、ロの(17)の注若しくはハの(16)の注若しくは介護医療院サービスのオの注、この

告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のリの注、

夜間対応型訪問介護費のホの注、地域密着型通所介護費のニの注、認知症対応型通所介護費のニの注、小規模多機能

型居宅介護費のヨの注、認知症対応型共同生活介護費のワの注、地域密着型特定施設入居者生活介護費のチの注、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のノの注若しくは複合型サービス費のラの注、この告示による改正後の

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のホの注、介護予防通所リハビリテーション費

のルの注、介護予防短期入所生活介護費のへの注、介護予防短期入所療養介護費のイの(８)の注、ロの(９)の注、ハ

の(７)の注、ニの(７)の注若しくはホの(12)の注若しくは介護予防特定施設入居者生活介護費のホの注又はこの告示

による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のニの注、

介護予防小規模多機能型居宅介護費のルの注若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護費のヲの注に係る届出を

行っていないものにおける介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三

月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 

（感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少に伴う加算に係る経過措置） 

第四条 令和三年五月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護

費のイからハまでの注３及び通所リハビリテーション費のイからハまでの注２、この告示による改正後の指定地域密

着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注５及び認知症対応型通所介護費のイ及びロの注３

並びにこの告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介

護費のイ及びロの注３の適用については、これらの規定中「月平均」とあるのは、「月平均又は前年同月」とする。 

（ＡＤＬ維持等加算に係る経過措置） 

第五条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護

費のイからハまでの注11又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所

介護費のイの注12に係る届出を行っている事業所であって、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単

位数表の通所介護費のイからハまでの注12又は指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費

のイの注14に係る届出を行っていないものにおけるＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)の算定については、令和五年三月三十一日

までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この告示による改正前の指定居宅サービス介護

給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注11及びこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費

単位数表の地域密着型通所介護費のイの注12中「ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)」とあるのは、「ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)」と

読み替えるものとする。 

２ 令和三年四月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイ

からハまでの注12及び特定施設入居者生活介護費のイの注８、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付

費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注13並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給

付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注14、認知症対応型通所介護費のイ及びロの注９、地域密着型特定施設

入居者生活介護費のイの注７並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注13の適用につ

いては、これらの規定中「翌月から12月以内の期間」とあるのは、「翌月から12月以内の期間又は満了日の属する年

度の次の年度内」とし、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第十五号の二及び第

二十八号の三の適用については、これらの規定中「ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して

十二月までの期間」とあるのは、「ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期

間又はＡＤＬ維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間」とする。 

（安全管理体制未実施減算に係る経過措置） 

第八条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉

施設サービスのイ及びロの注５、介護保健施設サービスのイ及びロの注４、介護療養施設サービスのイの(１)から

(４)までの注８、ロの(１)及び(２)の注７並びにハの(１)から(３)までの注６並びに介護医療院サービスのイからヘ

までの注４並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護費のイからニまでの注５の規定は適用しない。 

（栄養管理の基準を満たさない場合の減算に係る経過措置） 

第九条 令和六年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福

祉施設サービスのイ及びロの注６、介護保健施設サービスのイ及びロの注５、介護療養施設サービスのイの(１)から

(４)までの注９、ロの(１)及び(２)の注８並びにハの(１)から(３)までの注７並びに介護医療院サービスのイからヘ

までの注５並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護費のイからニまでの注６の規定は適用しない。 

（褥(じよく)瘡(そう)マネジメント加算に係る経過措置） 
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第十条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福

祉施設サービスのツの注若しくは介護保健施設サービスのラの注又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービ

ス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のラの注に係る届出を行っている施設であっ

て、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの注若しくは介護

保健施設サービスのナの注又はこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護費のネの注に係る届出を行っていないものにおける褥(じよく)瘡(そう)マネジメント

加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、

この告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのツ若しくは介護保健施設

サービスのラ又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護費のラ中「褥(じよく)瘡(そう)マネジメント加算」とあるのは、「褥(じよく)瘡(そう)マネジメン

ト加算(Ⅲ)」と読み替えるものとする。 

（排せつ支援加算に係る経過措置） 

第十一条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護

福祉施設サービスのネの注、介護保健施設サービスのムの注若しくは介護医療院サービスのウの注又はこの告示によ

る改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のムの注に

係る届出を行っている施設であって、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施

設サービスのソの注、介護保健施設サービスのラの注若しくは介護医療院サービスのナの注又はこの告示による改正

後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のナの注の届出を

行っていないものにおける排せつ支援加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によ

ることができる。この場合において、この告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施

設サービスのネ及びネの注、介護保健施設サービスのム及びムの注若しくは介護医療院サービスのウ及びウの注又は

この告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

費のム及びムの注中「排せつ支援加算」とあるのは、「排せつ支援加算(Ⅳ)」と読み替えるものとする。 

（基本報酬に係る経過措置） 

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護

費のイからハまで及びイからハまでの注５、訪問入浴介護費のイ、訪問看護費のイからハまで、訪問リハビリテー

ション費のイ、居宅療養管理指導費のイからホまで、通所介護費のイからハまで、通所リハビリテーション費のイか

らハまで、短期入所生活介護費のイ及びロ、短期入所療養介護費のイの(１)から(３)まで、ロの(１)から(５)まで、

ハの(１)から(３)まで、ニの(１)から(４)まで及びホの(１)から(７)まで並びに特定施設入居者生活介護費のイ及び

ハ、この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付

費単位数表のイ、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及び

ロ、介護保健施設サービスのイ及びロ、介護療養施設サービスのイの(１)から(４)まで、ロの(１)及び(２)並びにハ

の(１)から(３)まで並びに介護医療院サービスのイからヘまで、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介

護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロ、夜間対応型訪問介護費のロ、地域密着型通所

介護費のイ及びロ、認知症対応型通所介護費のイ及びロ、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ、認知症対応型共同

生活介護費のイ及びロ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費のイからニまで並びに複合型サービス費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付

費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のイ、介護予防訪問看護費のイ及びロ、介護予防訪問リハビリテーション費の

イ、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまで、介護予防通所リハビリテーション費のイ、介護予防短期入所生活

介護費のイ及びロ、介護予防短期入所療養介護費のイの(１)及び(２)、ロの(１)から(４)まで、ハの(１)及び(２)、

ニの(１)から(３)まで並びにホの(１)から(６)まで並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ、この告示による

改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロ、介護

予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、この告示による

改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表のイ、こ

の告示による改正後の厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型

介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数別表第一の１

及び２並びに別表第二の１から３まで並びにこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に

係る単位数別表の１から４までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。 

前 文〔抄〕〔令和四年四月一四日厚生労働省告示第一六一号〕 

令和四年十月一日から適用する。 

附 則〔令和五年三月三一日厚生労働省告示第一二五号〕 

沿革 

令和 六年 三月一五日号外厚生労働省告示第八六号〔指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の一部を改正する告示六〇条による改正〕 

（適用日） 

１ この告示は、令和六年四月一日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の適用の日前にこの告示による改正前の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居

宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、厚生
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労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数、指定地域密着型サービスに要する費用の

額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及

び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限

度単位数、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の規定に基づく厚生労働大臣が定める特別療養

費に係る指導管理等及び単位数及び介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大

臣が定める基準（以下この項及び次項において「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等」とい

う。）の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長（特別区の区長を含む。次項において同じ。）に

受理された届出については、この告示による改正後の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の規

定により行われた届出とみなす。 

３ 都道府県知事又は市町村長が、厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同

じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方

法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該情報が記録されるものによる届出の受理の準備を完了するまでの間、当該都道府県知事又は市町村長に届出を

行う事業所又は施設に対する指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の規定の適用については、指

定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数、指定介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の規定に基づく厚生労働大臣

が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数の規定中「厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合に

あっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）によ

り、都道府県知事」及び「電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」

と、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関

する基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び介護保険法施行規則第百四十

条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の規定中「厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法による届出を行うこと

ができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方

法」という。）により、市町村長」及び「電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長」とあるのは「市町村

長」と、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定

施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の規定中「厚生労働省の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働

省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法に

よる届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理

組織を使用する方法」という。）により、都道府県知事」及び「電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県

知事」とあるのは「都道府県知事」と、「電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長」とあるのは「市町村

長」と読み替えるものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間

に、当該準備を完了しなければならない。 

附 則〔令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第六十条の規定 公布の日 

二 〔前略〕第九条〔中略〕並びに附則〔中略〕第三条〔中略〕の規定 令和六年六月一日 

三・四 〔略〕 

（業務継続計画未策定減算に係る経過措置） 

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。）の

訪問介護費のイからハまでの注６、訪問入浴介護費のイの注３、通所介護費のイからハまでの注３、短期入所生活介

護費のイ及びロの注５、短期入所療養介護費のイ(１)から(３)までの注６、ロ(１)から(５)までの注６、ハ(１)から

(３)までの注６及びホ(１)から(７)までの注６、特定施設入居者生活介護費のイからハまでの注６並びに福祉用具貸

与費の注２、第四条の規定による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護

支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費のイの注４、第五条の規定による改正後の指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位

数表」という。）の介護福祉施設サービスのイ及びロの注７、介護保健施設サービスのイ及びロの注６並びに介護医
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療院サービスのイからヘまでの注６、第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数

表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイからハまでの注６、夜間対応型訪問介護費のイ及びロの

注３、地域密着型通所介護費のイからハまでの注５、認知症対応型通所介護費のイ及びロの注３、小規模多機能型居

宅介護費のイ及びロの注６、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロの注４、地域密着型特定施設入居者生活介護費

のイ及びロの注５、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注７並びに複合型サービス費の

イ及びロの注６、第十条の規定による改正後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定

介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防訪

問入浴介護費のイの注３、介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注５、介護予防短期入所療養介護費のイ(１)及

び(２)の注５、ロ(１)から(４)までの注５、ハ(１)及び(２)の注５並びにホ(１)から(６)までの注５、介護予防特定

施設入居者生活介護費のイ及びロの注４並びに介護予防福祉用具貸与費の注２、第十三条の規定による改正後の指定

地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費

単位数表（以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防認知症対応型通所介

護費のイ及びロの注３、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注６並びに介護予防認知症対応型共同生活

介護費のイ及びロの注４、第十五条の規定による改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別

表指定介護予防支援介護給付費単位数表の介護予防支援費のイの注４並びに第五十八条の規定による改正後の介護保

険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の訪問型サー

ビス費のイ及びロの注７、通所型サービス費のイ及びロの注５並びに介護予防ケアマネジメント費のイの注３の規定

は、適用しない。ただし、通所介護費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、特定施設入居者生活介護費、介

護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護

費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護費、複合型サービス費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護

費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、

介護予防認知症対応型共同生活介護費又は通所型サービス費を算定している事業所又は施設が感染症の予防及びまん

延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。 

２ 〔略〕 

（介護職員等処遇改善加算に係る経過措置） 

第三条 〔一項略〕 

２ 令和六年五月三十一日において現に介護職員処遇改善加算（第二条の規定による改正前の指定居宅サービス介護給

付費単位数表（以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。）の訪問介護費のチ、訪問入浴介護費の

ヘ、通所介護費のホ、通所リハビリテーション費のヘ、短期入所生活介護費のリ、短期入所療養介護費のイの(11)、

ロの(12)、ハの(10)若しくはホの(16)若しくは特定施設入居者生活介護費のヲ、第六条の規定による改正前の指定施

設サービス等介護給付費単位数表（以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）の介護福祉施設

サービスのマ、介護保健施設サービスのケ若しくは介護医療院サービスのフ、第九条の規定による改正前の指定地域

密着型サービス介護給付費単位数表（以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護費のル、夜間対応型訪問介護費のホ、地域密着型通所介護費のホ、認知症対応型通所介

護費のニ、小規模多機能型居宅介護費のタ、認知症対応型共同生活介護費のツ、地域密着型特定施設入居者生活介護

費のヲ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のコ若しくは複合型サービス費のヰ、第十一条の規定による

改正前の指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」とい

う。）の介護予防訪問入浴介護費のホ、介護予防通所リハビリテーション費のル、介護予防短期入所生活介護費の

チ、介護予防短期入所療養介護費のイの(10)、ロの(11)、ハの(９)若しくはホの(14)若しくは介護予防特定施設入居

者生活介護費のリ、第十四条の規定による改正前の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「旧

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防認知症対応型通所介護費のニ、介護予

防小規模多機能型居宅介護費のヲ若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護費のレ又は第五十九条の規定による改

正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表

の訪問型サービス費のヘ若しくは通所型サービス費のワの介護職員処遇改善加算をいう。）を算定しており、かつ、

介護職員等ベースアップ等支援加算（旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のヌ、訪問入浴介護費の

チ、通所介護費のト、通所リハビリテーション費のチ、短期入所生活介護費のル、短期入所療養介護費のイの(13)、

ロの(14)、ハの(12)若しくはホの(18)若しくは特定施設入居者生活介護費のカ、旧指定施設サービス等介護給付費単

位数表の介護福祉施設サービスのフ、介護保健施設サービスのコ若しくは介護医療院サービスのエ、旧指定地域密着

型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のワ、夜間対応型訪問介護費のト、地域密着

型通所介護費のト、認知症対応型通所介護費のヘ、小規模多機能型居宅介護費のソ、認知症対応型共同生活介護費の

ナ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のカ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のテ若しくは複合型

サービス費のオ、旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のト、介護予防通所リハビ

リテーション費のワ、介護予防短期入所生活介護費のヌ、介護予防短期入所療養介護費のイの(12)、ロの(13)、ハの

(11)若しくはホの(16)若しくは介護予防特定施設入居者生活介護費のル、旧指定地域密着型介護予防サービス介護給

付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のヘ、介護予防小規模多機能型居宅介護費のカ若しくは介護予防認

知症対応型共同生活介護費のツ又は第五十九条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第

一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の訪問型サービス費のチ若しくは通所型サービス費の
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ヨの介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。）を算定していない事業所又は施設が、

令和八年三月三十一日までの間において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定する場合に

は、当該事業所又は施設が仮に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の

三分の二以上を介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる賃金（退職手当を除く。）の改

善を実施しなければならない。 

（身体拘束廃止未実施減算に係る経過措置） 

第四条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期

入所生活介護費のイ及びロの注３、短期入所療養介護費のイ(１)から(３)までの注４、ロ(１)から(５)までの注４、

ハ(１)から(３)までの注４及びホ(１)から(７)までの注４並びに特定施設入居者生活介護費のイからハまでの注４

（ロ及びハに係る部分に限る。）、第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規

模多機能型居宅介護費のイ及びロの注４、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロの注２（ロに係る部分に限

る。）、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロの注３（ロに係る部分に限る。）並びに複合型サービス費

のイ及びロの注４、第十条の規定による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活

介護費のイ及びロの注３、介護予防短期入所療養介護費のイ(１)及び(２)の注３、ロ(１)から(４)までの注３、ハ

(１)及び(２)の注３並びにホ(１)から(６)までの注３並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ及びロの注２

（ロに係る部分に限る。）並びに第十三条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数

表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注４並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロの

注２（ロに係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

（協力医療機関連携加算に係る経過措置） 

第十条 令和七年三月三十一日までの間は、第五条の規定による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介

護福祉施設サービスのト、介護保健施設サービスのチ及び介護医療院サービスのル並びに第八条の規定による改正後

の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のリの適用について

は、これらの規定中「50単位」とあるのは、「100単位」とする。 

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

２ 夜間対応型訪問介護費 

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)別に厚生労働大臣が定める単位数 

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)１月につき2,702単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町

村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サー

ビス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の夜間対応型訪問介護

従業者（同項に規定する夜間対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護（指定地域密着型

サービス基準第４条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準

に掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の

100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の

１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法

により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が日中に

おいてオペレーションセンターサービス（指定地域密着型サービス基準第５条第１項に規定するオペレーショ

ンセンターサービスをいう。）を行う場合は、24時間通報対応加算として、１月につき610単位を所定単位数に

加算する。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定

夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利

用者（指定夜間対応型訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建

物に居住する利用者を除く。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物

に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護

を行った場合に、イについては、定期巡回サービス（指定地域密着型サービス基準第５条第１項に規定する定

期巡回サービスをいう。以下同じ。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サービスをいう。以下

同じ。）を行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100

分の90に相当する単位数を算定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内

建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イにつ

いては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位

数を、ロについては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。 

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所（その一部として使用される事

務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の夜間対応

型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、特別地域夜間対応型訪問介護加算として、イに
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ついては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に１回につき、ロについては１月につき、所定単

位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所（その一部として使用される事

務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の夜間対応

型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問

サービスを行った際に１回につき、ロについては１月につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定

単位数に加算する。 

８ 指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住して

いる利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス基準第14条第５号に規定する通常の事

業の実施地域をいう。）を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス

又は随時訪問サービスを行った際に１回につき、ロについては１月につき、所定単位数の100分の５に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

９ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。 

10 利用者が一の指定夜間対応型訪問介護事業所において、指定夜間対応型訪問介護を受けている間は、当該指

定夜間対応型訪問介護事業所以外の指定夜間対応型訪問介護事業所が指定夜間対応型訪問介護を行った場合

に、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。 

ハ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労働大

臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡

回サービス又は随時訪問サービスを行った際に１日につき、ロについては１月につき、次に掲げる所定単位数を

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

(１) イを算定している場合 

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)３単位 

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)４単位 

(２) ロを算定している場合 

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位 

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位 

ニ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜

間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問

サービスを行った際に１回につき、ロについては１月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。 

(１) イを算定している場合 

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位 

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位 

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)６単位 

(２) ロを算定している場合 

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)154単位 

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)126単位 

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)42単位 

ホ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型

訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(１) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 

(２) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数 

(３) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数 

(４) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所（注１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、

指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加
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算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

(１) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(１) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数 

(２) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(２) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数 

(３) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(３) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 

(４) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(４) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数 

(５) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(５) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数 

(６) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(６) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

(７) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(７) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

(８) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(８) イからニまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数 

(９) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(９) イからニまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数 

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数 

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数 
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4.3 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数 

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数 

発令  ：平成18年3月31日号外厚生労働省告示第263号 

最終改正：令和6年3月15日号外厚生労働省告示第86号 

改正内容：令和6年3月15日号外厚生労働省告示第86号[令和６年４月１日] 

 

○厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数 

〔平成十八年三月三十一日号外厚生労働省告示第二百六十三号〕 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）の規定に

基づき、厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数を次のように定め、平成十八年四月一日から適用す

る。 

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数 

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数は、別表に定めるとおりとする。 

前 文〔抄〕〔平成二一年三月一三日厚生労働省告示第八〇号〕 

平成二十一年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八五号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月二三日厚生労働省告示第九一号〕 

平成二十七年四月一日から適用する。 

附 則〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号抄〕 

１ この告示は、平成三十年四月一日から適用する。〔後略〕 

前 文〔抄〕〔平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号〕 

平成三十一年十月一日から適用する。 

附 則〔令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕 

（基本報酬に係る経過措置） 

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護

費のイからハまで及びイからハまでの注５、訪問入浴介護費のイ、訪問看護費のイからハまで、訪問リハビリテー

ション費のイ、居宅療養管理指導費のイからホまで、通所介護費のイからハまで、通所リハビリテーション費のイか

らハまで、短期入所生活介護費のイ及びロ、短期入所療養介護費のイの(１)から(３)まで、ロの(１)から(５)まで、

ハの(１)から(３)まで、ニの(１)から(４)まで及びホの(１)から(７)まで並びに特定施設入居者生活介護費のイ及び

ハ、この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付

費単位数表のイ、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及び

ロ、介護保健施設サービスのイ及びロ、介護療養施設サービスのイの(１)から(４)まで、ロの(１)及び(２)並びにハ

の(１)から(３)まで並びに介護医療院サービスのイからヘまで、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介

護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロ、夜間対応型訪問介護費のロ、地域密着型通所

介護費のイ及びロ、認知症対応型通所介護費のイ及びロ、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ、認知症対応型共同

生活介護費のイ及びロ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費のイからニまで並びに複合型サービス費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付

費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のイ、介護予防訪問看護費のイ及びロ、介護予防訪問リハビリテーション費の

イ、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまで、介護予防通所リハビリテーション費のイ、介護予防短期入所生活

介護費のイ及びロ、介護予防短期入所療養介護費のイの(１)及び(２)、ロの(１)から(４)まで、ハの(１)及び(２)、

ニの(１)から(３)まで並びにホの(１)から(６)まで並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ、この告示による

改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロ、介護

予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、この告示による

改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表のイ、こ

の告示による改正後の厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型

介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数別表第一の１

及び２並びに別表第二の１から３まで並びにこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に

係る単位数別表の１から４までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。 

附 則〔令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕 

別表 

１ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき）989単位 

注 利用者に対して、オペレーションセンター（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第５条第１項に規定するオペ
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レーションセンターをいう。）に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整

備している場合に、所定単位数を算定する。 

２ 定期巡回サービス費（１回につき）372単位 

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６条第１項に規定する指定夜

間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（指定地域密着型サービス基準第５条第１項に規定

する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、定期巡回サービス（同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同

じ。）を行った場合に、所定単位数を算定する。 

３ 随時訪問サービス費(Ⅰ)（１回につき）567単位 

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス（指定地域密着型サービ

ス基準第５条第１項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。）を行った場合に、所定単位数を算定する。 

４ 随時訪問サービス費(Ⅱ)（１回につき）764単位 

注 次のいずれかに該当する場合において、１人の利用者に対して２人の指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護

員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った

場合に、所定単位数を算定する。 

イ 利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

ハ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、随時訪

問サービスを行う場合 

ニ その他利用者の状況等から判断して、イからハまでのいずれかに準ずると認められる場合 

 


